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【訪問看護相談対応の流れ】 

相談者が訪問看護相談窓口へ相談 

研修部相談員・担当者がワンストップで対応し 

相談の内容・課題の要約を訪問看護相談受付表（様式１）に記載する 

相談内容が 

訪問看護ステーション新規起業 

に関する場合 

左記以外で相談内容が 

管理運営、請求業務、人材育成、 

訪問看護に関する問い合わせ等の場合 

様式１を一般社団法人大分県訪問看護

ステーション協議会から推薦された訪問

看護ステーション管理者（以下協議会ア

ドバイザー）へ送付する 

相談者が協議会アドバイザーと連絡

を取り、具体的な相談をする 

（1相談あたり 2回まで） 

相談終了後、協議会アドバイザーは 

訪問看護相談対応報告書（様式２）

を記載し、看護協会へ提出する 

研修部相談員又は担当者が対応 

相談終了後、研修部相談員又は担当者

は訪問看護相談対応報告書（様式２）

を記載する 


